
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  業績悪化に伴う役員給与の減額 

Ｑ：上半期の業績が予想以上に悪化したた

め、役員報酬を減額しようと思いますが、こ

のような場合でも損金不算入になるのです

か？  

 

Ａ：一定の場合には定期同額給与となり、

損金算入が認められます。 

【解説】 

役員の給与は、原則として、期中で額を変

更すると定期同額給与に該当せず、損金算入

が認められなくなりますが、経営状況等の悪

化に伴ない、第三者である利害関係者との関

係から給与を減額せざるを得なくなったとい

う場合には、減額前と減額後の給与が同額で

あれば定期同額給与に該当し、損金の額に算

入することが認められます。 

次のような場合も同様に扱われます。 

①  株主との関係上、業績や財務状況の悪化に

ついての役員としての経営上の責任から

役員給与の額を減額せざるを得ない場合 

②  取引銀行との間で行われる借入金のリス

ケジュールの協議において、役員給与の額

を減額せざるを得ない場合 

③  業績や財務状況又は資金繰りが悪化した

ため、取引先等の利害関係者からの信用を

維持・確保する必要性から、経営状況の改

善を図るための計画が策定され、これに役

員給与の減額が盛り込まれた場合 

なお、上記のような事実が生じていても、

利益調整のみを目的として行う減額について

は、やむを得ずした減額ではありませんので、

損金に算入することは認められません。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００９年）平成２１年  月曜日  月１  １ 日  ９

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

3 6 7 9  

号  

   

（ ２ - ２ ）  


